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民　事　判　例　研　究（２）
── デート商法におけるクレジット契約の失効 ──

得　津　　　晶

判 例 研 究

いわゆる「デート商法」による宝飾品の購入者が既払の割賦金の返還を斡旋業

者に求めることができるとされた事例

　名古屋高裁平成21年２月19日民事第一部判決（平成20（ネ）747号、債務不

存在確認等、参加各請求控訴事件）

　判時2047号122頁

事案

　独身男性Ｘ（昭和55年生、教員）は、平成15年３月中旬、Ａ社従業員である

女性Ｂから携帯電話に「ジュエリーに興味・関心がないか、商品を買わせるこ

とはないので意見を聞かせてほしい」等の連絡を受け、29日に待合せ場所で別

の女性Ｃと会った。ＣはＸを抱き寄せるようにしてタクシーでファミリーレス

トランに連れて行き、Ｃは歓心を得るように名前で呼び、ＣとＸとが交際・結

婚したら等の話を続けた。その後、Ｃは、Ｘの手を握り、半ば抱き寄せるよう

な仕草などをしながら、８時間程度、貴金属や宝飾品の説明をした。その間、

Ｘ、Ｃのテーブルの間にＣの仲間であるＤら３、４名が集まり、ＤはＸの指の

サイズを測るなどして購入を迫り、Ｘが買いたくない等を告げると、Ｄらは、

逆に、こんなに親身になっているのにその対応はまずいだろうなどと威圧的な

態度でさらに購入を迫った。Ｘは怖くなり同レストランから帰宅したかったが、

Ｄらが近くに着席していたため改めて帰宅を言い出すこともできず、Ａ社から

宝飾品３点を157万5000円で購入することを申し込むとともに、Ｃの準備した

Ｙ社宛のクレジット契約の申込書に署名押印して、Ｙ社に対してＹ社がＡ社に
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立替払し、ＸがＹ社に分割払手数料を含めた218万9250円を平成15年５月から

平成20年４月まで毎月３万6400円ずつ支払う旨のクレジット契約を締結した。

なお、当該宝飾品は、Ｘが平成18年４月ごろ複数の宝石・貴金属取扱店で査定

を受けたところ、併せて10万円程度であった。

　同年同月30日にＹ社担当者からＸに電話で本件クレジット契約の申込につき

申込意思、申込金額等契約内容の確認がされたが、Ｘは特段の苦情を述べるこ

となくこれに回答した。

　Ｘは平成15年５月ごろＡ社から宝飾品を受け取り、平成17年９月までの間は

自動引き落としの方法によりＹ社に支払をした。その後、ＸはＣから時折電話

やメールなどを受けていたがしばらくするとＣからの連絡はなくなり、平成17

年（もしくは15年か？）秋ごろには電話もつながらなくなった。平成17年10月

７日ころＸはＹ社に対して本件売買契約に至る経緯・勧誘態様や解約を強く祈

願する旨を記載した抗弁書を送付し、平成18年１月15日にはＹ社に商品を返す

ので貸倒にしてほしい旨を伝えた。

　その後、ＸがＹ社に対して加盟店管理調査義務の懈怠による不法行為責任、

公序良俗違反無効または消費者契約法上の取消（消費者契約法５条・４条３項

２号〔退去妨害〕及び１項１号〔不実告知〕）に基づく割賦既払金相当額の不

当利得返還請求（および民法所定の遅延損害金）を請求し、他方、Ｙ社はＸに

対して割賦未払金及び商事法定利息による遅延損害金を請求した。

　なお、本件においてＹ社は平成16年５月24日に個品割賦購入あっせん事業を

Ｙ’社に譲渡し、６月28日にＸに対して債権譲渡の通知書を送付し、本件訴訟

の被告はＹ’社である。

　原審は、Ｘの請求をいずれも棄却し、Ｙ社の請求を認容。Ｘが控訴。

判旨　Ｘの請求認容

Ⅰ．「・・・Ａは、独身男性であるＸに対し、若い女性の販売員をあてがい、

同女との今後の交際等を匂わせるような思わせぶりな言動をとらせ、好意を抱

かせて勧誘に乗ってしまいやすい状況を作出した上で宝飾品の購入を勧め、更

に複数名の販売員とともに長時間にわたり購入を勧誘し続け、Ｘが購入をため

らうと、威圧的な態度さえ示してその場から立ち去って帰宅することを困難に

するとともに、Ｘの貴金属等に対する知識の乏しさに乗じて市場価格ではそれ

程でもない宝飾品を高額な価格で購入させるために、その当日に売買契約及び
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クレジット契約の各申込書に署名押印させて、申し込みの意思表示をさせ、帰

り際に・・・女性販売員がＸに頬を寄せるようにして写真を撮る等して、翻意

をしないようにさせ、翌日にクレジット会社（脱退被告のＹ社）から契約意思

の確認をさせ、これに同意するようにさせ、さらにその後も相当期間・・・女

性販売員から電話やメールをさせ、契約の維持継続を強固にさせ（解消を抑制

させ）たのであるから、これら一連の販売方法や契約内容（販売価格が本件宝

飾品の市場価格に照らして不均衡である。）等に鑑みると、本件売買契約は、

Ｘの軽率、窮迫、無知等につけ込んで契約させ、女性販売員との交際が実現す

るような錯覚を抱かせ、契約の存続を図るという著しく不公正な方法による取

引であり、公序良俗に反して無効であるというべきである。」

　「したがって、Ｘは、Ｙ’社の本件クレジット契約に基づく未払金請求につき、

割賦販売法30条の４第１項に基づき、本件売買契約が公序良俗違反により無効

であることをもって、その支払を拒むことができる。Ｙ社の未払金請求は理由

がない。」

Ⅱ．「・・・本来売買が購入者と販売業者の二者取引であったものを、個品割

賦購入斡旋は、斡旋業者を加えて三者契約としたものであり、販売業者は代金

につき立替払をしてもらう点に一番の利益があり（本件でも履行済みと窺われ

る。）、購入者は代金を分割返済すればよい点（本件は、宝石３個で代金合計

150万円を60回の分割）に大きな利益があり、斡旋業者は代金に手数料を上乗

せして入手できる（本件では手数料が約61万円である。）点に大きな利益を見

出すことのできる仕組みである。そのために、販売業者と購入者との本来の売

買契約以外に、販売業者と斡旋業者とは加盟店契約を、斡旋業者と購入者とは

クレジット契約をそれぞれ締結する。また、クレジット契約の手続のための申

込書の交付なども販売業者において行うのが通例である。このような仕組みは

格別の障害が生じなければ、三者それぞれにとって利益であることはいうまで

もない。」

　「・・・個品割賦購入斡旋の制度的仕組み、背景等を検討すると、本件のよ

うに売買契約が公序良俗に反して無効となる場合には、三当事者の利害状況は

一変する。販売業者と斡旋業者とは、立替金の授受が当初から終了しているた

めに、事後的な調整を望まない傾向があり、斡旋業者と購入者との関係におい

ても、斡旋業者は事後的な調整を望まない傾向があると推認される。これに対
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し、購入者だけは、売買契約が無効であるから、目的物は返還し、割賦代金に

ついては、支払っていればその返還を求めたいし、それが未払いなら支払を拒

否したい状況にあると推認される。このように、公序良俗違反で売買契約が無

効という場合には、三者の利害状況は前二者の販売業者及び斡旋業者が現状不

変更希望、購入者のみ現状変更希望という対立関係になると窺われる。しかし、

本来は、一体的な関係にあったのであるから、売買が無効等になる場合には、

できる限りそのことを反映して、代金支払のための制度であるクレジット契約

の効力が扱われるべきは当然である。

　まず、購入契約が公序良俗違反で無効であるようなときに、購入者が販売業

者に売買の無効を主張できるのは当然であるが、同時にこのような事由をもっ

て、当該支払の請求をする割賦購入あっせん業者に対抗することができる旨の

規定（割賦販売法30条の４第１項）が昭和59年に設けられた。斡旋業者として

は、上記の無効事由を知らなくてもその対抗を受けるというものであり、少な

くとも、購入者は、未払いの割賦金については、斡旋業者からの支払請求を拒

絶することができるようになったと認められる。このような立法は、上記のあ

るべき利害状況と現実の利害状況との不一致に１つの調整的な解決を図ったと

いうことができる。

　そこで、この規定により、購入者が既払いの割賦金の返還を斡旋業者に求め

られるかを見るに、この点については、なお議論があり、結論として否定的な

見解が多いようである。これによれば、本件のＸのように購入者が公序良俗違

反等の支払を拒絶できる事由があるにもかかわらず、誤って割賦金の一部を支

払った場合に、その返還を支払先の斡旋業者に求めることができないことにな

るが、そのような結果は、同じ当事者間で未払請求であれば上記の規定を根拠

にこれを拒絶できることに対比して、購入者にとっては不均衡な感を否めない。

斡旋業者も、購入者が当初から支払拒絶を主張してくれれば取得できなかった

割賦金を、偶々取得している状況にあるということができる。」

　「そうすると、①・・・本件売買契約が公序良俗違反で無効であるところ、

上記・・・のとおりの個品割賦購入斡旋の制度的背景・仕組み等に関する事実

によれば、上記の売買の無効を是正するためには、代金の支払のための法律関

係にも売買の無効をできる限り反映させるべき要請があるというべきこと、②

上記の場合に、割賦販売法30条の４第１項の規定により未払金の支払請求はで

きない（売買の無効に沿う）こととされたが、購入者からの既払金の返還請求
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の可否に関する明示の規定はなく、上記の規定によって返還可能であるとまで

の結論を導けない（売買の無効に沿わない）可能性も高いこと、③ところで、

この場合において、斡旋業者が販売業者の不公正な販売方法に関する事情を知

らず、かつ、知らないことに責任がなく、単なる支払のための信用供与により

手数料を得るだけであれば、斡旋業者が売買の無効の影響を受けないことにも

相当の理由があると考えられること、④しかし、・・・、元々クレジット契約

が存在することが売買契約を支えるために不可欠であり、本件においても、Ａ

は、Ｙ社のためにクレジット契約締結の準備行為（申込手続）を代行している

こと、しかも、・・・、本件の斡旋業者Ｙ社は、販売業者Ａについて消費生活

センターからクレームが付いていることを、本件クレジット契約締結当時、全

く窺えないわけではなかったこと、⑤本件の無効事由がＡとＸとの個別的な事

由ではなく、デート商法という販売業者Ａによる本件の目的物の売買の方法全

般に関わる事由であること、⑥Ｙ社（あるいはＹ’社）は、通常であれば本件

の仕組みの中で手数料収入により利益を得る仕組みであり、既に一定の利益は

得ていると見込まれること、⑦Ａが現在休廃業状況にあり、Ａから既払金相当

額の回収を図ることは実際上できないこと、以上の事実・事情が認められる。

　これらの背景事実、制度の仕組等を総合すると、本件売買契約の公序良俗違

反の無効により、売買代金返還債務が発生したところ、本件の事情の下では、

本件クレジット契約は目的を失って失効し、Ｘは、不当利得返還請求権に基づ

き、既払金の返還をその支払の相手先である斡旋業者（Ｙ社を承継したＹ’社）

に対して求めることができるというべきであり、これを斡旋業者側からいえば、

斡旋業者は、この仕組みに具体的に一定程度関わりを持っていたのであるから、

それにもかかわらず、売買契約の無効には無関係であるとか、本件クレジット契

約は本件売買契約に原則として左右されない等として、既払金の返還請求を拒否

することは本件の事情の下では理由のないことであるといわなければならない。」

Ⅲ．「クレジット契約自体は購入者と斡旋業者間の契約であるが、斡旋業者が、

販売業者の社会的に著しく不相当な販売行為を知り、あるいは容易に知り得な

がら、漫然と与信を行い、その結果、購入者に対する被害が発生・拡大したと

いうような特別の場合には、販売業者の不法行為を助長したものとして、不法

行為責任（Ｘの主張によれば加盟店管理調査責任）を負う場合があるというべ

きである。」
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　「Ｙ社は、平成15年１月23日ころ、直接、Ａと加盟店契約を締結し、同年６

月20日ころまで約５か月間、Ａとの間で、179件の取引があったところ、この

うち、顧客から支払停止の申出を受けたのは本件を含め17件であったが、初め

てその申出を受けたのは本件クレジット契約締結（同年３月29日）後の同年４

月15日であって、本件クレジット契約締結以前に支払停止の申出を受けたこと

はなかった。」

　「平成14年には各地の消費生活センターに、Ａのデート商法により宝飾品を

クレジットで買わされたといった相談がＹ社分を含め全体で年間70件ほど寄せ

られていたところ、このことに照らすと、Ｙ社が平成15年４月15日まで購入者

から支払停止の申出を受けたことがなかったことについては若干疑問がないわ

けではないが、Ａにとって斡旋業者との間の取引に占めるＹ社のシェアは約

10％から20％にとどまっていたこと・・・や、Ｙ社がそれまでに契約解除・取

消等を巡って消費生活センター等からＡの販売行為に対する苦情・相談を受け

たことを窺わせる証拠がないことに鑑みると、上記・・・の認定事実を覆すに

は至らないというべきである。」

　「・・・Ｙ社が、本件クレジット契約締結までの間、・・・認定説示したＡの

社会的相当性を逸脱した販売行為を知り、あるいは容易に知り得ながら漫然と

与信を行っていたということはできない。」

評釈　結論に賛成

Ⅰ．本判決の意義

　近時、デート商法が社会問題になっているところ1、本判決は、①本件デート

1 デート商法については国民生活センターのサイト（http://www.kokusen.
go.jp/soudan_topics/data/date.html）参照。特に、国民生活センター「相談件
数が増加し契約金額が高額化したデート商法」2004年１月８日（available at, 
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20040108_1.pdf）。そのほか、森一矢「スペシャ
ル・レポート『架空請求』『出会い系デート商法』『情報漏洩』―あなたも狙わ
れている ご用心 !『ネット詐欺』の巧妙な手口」プレジデント42巻14号（2004
年）、御木礼二「交際を装い宝石を売りつける恋愛感情を利用した“デート商法”」
政界往来68巻８号（2002年）、岡本哲「キャッチセールス・デート商法の法律相談」
法学セミナー 502号（1996年）131頁以下参照。
　なお、PIO－NET に寄せられた相談件数の推移は以下の通りである（2010年
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商法について公序良俗無効としたこと、及び、②信販会社に対してクレジット

契約を失効したとして既払金返還請求を認めた点に意義がある2。なお、本判決

後にデート商法に関連して信販会社に既払金返還を命じた判決として大津地裁

長浜支判平成21年10月２日消費者法ニュース82号206頁3がある。

Ⅱ．デート商法の公序良俗違反性

　本件はデート商法による宝飾品の売買契約を公序良俗違反無効としたもので

あるが、デート商法については既に仙台地判平成平成16年10月14日判時1873号

143頁4が不法行為責任を肯定している。だが、本件と平成16年仙台地判とは認

定事実ないし裁判所の挙げる判断要素を異にする。仙台地判の事案は、原告の

主張する監禁・脅迫の事実の存在を否定し、「20歳程度の女性従業員が研修資

料どおり親しげに話すことによって、本件各商品を買わせたもの」であり、「女

性従業員が親しげに話すことにより、Ａが良い気分や見栄を張ったりして契約

を締結してしまう雰囲気に飲み込まれ、本件各商品の購入を断れなくなったも

の」（判時1873号151頁）としているのに対し、本件では、女性の販売員がＸに

好意を抱かせる勧誘方法をとったことのほか、複数名の販売員が８時間という

長時間に渡り勧誘を続けたこと、威圧的な態度をとったことといった意思表示

のプロセスの瑕疵を伺わせるような事情、並びに、購入商品の価格が市場価格

２月16日現在）。
年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009

相談件数 1,548 1,447 1,286 903 736 375＊

（＊前年同期　562）
2 本判決の社会的反響がうかがえるものとして本判決を取り扱ったブログ等
は、酔うぞの遠めがね「デート商法は公序良俗に反する、との判決」2009年２
月24日（http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2009/02/post-d360.html）、弁護士
紀藤正樹の LINC TOP NEWS「デート商法は公序良俗違反：クレジット会社
の責任」2009年２月24日（http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2009/02/post-
65aa.html）、井上直行弁護士ブログ関西合同法律事務所デッセイ「デート商法」
2009年２月24日（http://kansaigodo.blog42.fc2.com/blog-entry-304.html）などが
ある。
3 平成21年長浜支判の事案についてはⅢ．で後述する。
4 解説として野口敬三・判批 NBL803号（2004年）64頁がある。
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と比べて高額であるという対価の不均衡をうかがわせる事情が指摘されている

点に違いがある。デート商法とは「勧誘時に言葉巧みな話術で異性に行為を抱

かせ、それに付け込んで商品等を販売する商法5」とされていることからすると、

平成16年仙台地判の事案は純粋にデート商法的要素のみを理由に6不法行為を

認めた事件であるのに対して、本件は、複数人で囲い込んだという点に消費者

契約法４条３項２号により取消の認められる消費者への退去妨害的要素、また、

威圧的な態度の点も絡めると強迫など意思表示の瑕疵・不存在的要素、対価の

不均衡からは暴利行為論的要素がそれぞれ見受けられ、純粋なデート商法の事

案と比して、意思表示の効力を否定（無効・取消）しやすかった事案といえる。

このように整理すると、本件の公序良俗無効の判断は、意思表示の不存在・瑕

疵及び消費者契約法４条の取消権等と連続的に理解されるものであると思われ

る。

　反面、平成16年仙台地判は、被害者が当時25歳の男性ながら同年代の者や通

常人と比して判断能力に乏しい人間であり、かつ販売業者側もこのことを認識

していたことが認定されており、さらに、多重債務となりそのことを叱責され

たことなどから精神的に追い詰められ自殺にまで至ったという被害の重大性と

いう点で、被害者保護に傾きやすい事案であったのに対し、本件の被害者は、

学校の教師であり通常の判断能力を有している事案であった点で異なる。この

ように考えると、デート商法的要素以外の意思表示の問題性を示す要素がなく、

かつ、被害者の判断力に取り立てて問題がない場合に不法行為責任等を認める

のかという問題は本判決を含めてもいまだ裁判例がない領域ということになろ

う。

Ⅲ．信販会社との関係

　本判決は、売買契約の公序良俗違反無効によってクレジット契約の効力（割

賦金支払債務）について「目的を失って失効」したとして、既払金返還請求を

5 国民生活センター（2004）前掲注（１）１頁。
6 ただし、平成16年仙台地判も単にデート商法的要素のみならず、被害者の給
与所得と比較した場合の債務の過大性、対象財産である宝飾品が被害者にとっ
てまったくもって不用のものである点、過量販売である点も認定されており、
これらの点が判示に影響を与えたものと推測される。
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認めた。売買契約が無効である以上、割賦販売法30条の４第１項によって未払

いの割賦金の支払いを拒絶できることは明文で定められているが、既払金の返

還まで認めるものではないため「目的を失って失効」として既払金の返還を認

めたものである。本判決の採用する「目的を失って失効」という法律構成は、

近時、フランスのコオズ論の影響などを受けて学説によって採用されていると

ころの「契約の失効」（La caducité du contrat）論7と近接するものであるが、

裁判例としてここまで明確に採用したのは本判決がおそらく初めてではないか

と思われる。だが、契約の失効論は要件・効果も含めて議論が収束しておらず、

また、フランス法がその前提とするコオズ論8は、その目指す実質9はともかく、

少なくとも形式的には法律構成として日本法が採用するところではない10。そ

こで、本判決が契約の失効という枠組みを用いたことで、従前の裁判例・学説

の採用する考え方と要件としてどのような違いがあるのかを検討する。

7 都筑満雄「複合契約中の契約の消滅の判断枠組みと法的根拠に関する一考察
―複合契約論考・その二―」南山法学33巻１号８頁以下、特に17頁以下（2009
年）、小林和子「複数の契約と相互依存関係の再構成―契約アプローチと全体
アプローチの相違を中心に―」一橋法学８巻１号167、208頁（2009年）など参照。
両文献ともフランス法を素材としている。特に、都筑（2009）前掲28頁以下は
複合契約において一方の契約の消滅によって他方の契約の存在意義が失われた
場面（の中で当事者に二つの契約を不可分とする意思を認めることができない
場面）を「コーズを消失した場合」と整理し、その効果として契約の失効とい
う法律構成を提唱しており、「目的を失って失効」という本判決の論理構成と
近似している。
8 コオズ論については小粥太郎「フランス契約法におけるコーズの理論」早稲
田法学70巻３号（1995年）、竹中悟人「契約の成立とコーズ」法協126巻12号
2367頁以下（2009年）、127巻１号１頁以下、２号189頁以下、３号371頁以下、
４号576頁以下、５号613頁以下（2010年）〔未完〕等参照。
9 小粥（1995）前掲注（８）文献133－134頁、141頁によれば、フランスのコー
ズ論は、契約法における形式主義的な法体系に対して、生活における法の比重
が高まるにつれて、法体系の外側にあった事情（当事者の動機、給付の均衡、
双務契約の牽連性、その他の違法性）を実質的観点から契約法の体系の中に取
り込む機能をもつ一般条項的なものであり、特に、債務者の立場から債務負担
に実質的理由を要求し、相互性が確保されていない場合には債務の拘束力を制
限する機能をもつと整理されている。
10 小粥（1995）前掲注（８）文献160頁。
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　本件のような場合にクレジット契約の既払金返還を認めるため従前用いられ

てきた法理としては、①無効の伝播と②信義則（不履行の結果をあっせん業者

に帰せしめるのを信義則上相当とする）の２つの法律構成があった。

　無効の伝播論11は、著名な芸娼妓判決以来、公序良俗違反の契約と密接不可

分な契約は無効になると理解されていることから導かれている（最判昭和30年

10月７日民集９巻11号1616頁）。芸娼妓判決では、同時になされる消費貸借契

約（前借金契約）が芸娼妓契約の拘束性を事実上強化している点が不可分一体

と評価される根拠となっていたところ12、本判決はクレジット契約が売買契約

を支えるために不可欠であると述べており（判時127頁第２段）13、不可分一体

として無効となることも当然に考えられる（名古屋高裁金沢支判昭和62年８月

31日判時1254号76頁14、東京地判平成16年８月27日判時1886号60頁15）。ただし、

従前の学説は、無効の伝播の要件として第三者が公序良俗違反事実について現

11 川島武宜＝平井宜雄編・新版注釈民法（３）総則（３）（2003年・有斐閣）
§90Ⅷ210頁〔森田修〕、中田裕康「提携住宅ローンにおける抗弁権の対抗」金
法1304号（1991年）32頁、川地宏行「第三者与信型販売における抗弁の接続と
与信業者に対する既払金請求」クレジット研究40号別冊（2008年）71頁、都筑
満雄「複合契約と公序良俗－無効判断枠組みの解明に関する一考察－（下）」
国民生活研究47巻３号（2007年）32、34頁。なお、ドイツ法の示唆から公序良
俗違反の場合の抗弁の接続においては既払金の返還まで認めることを示唆する
神作裕之「割賦購入あっせんにおける抗弁権の接続と既払金の返還」クレジッ
ト研究23号（2000年）84、85頁も参照。他に、千葉恵美子「第三者与信型消費
者信用取引と契約関係者の清算（上）」北大法学論集39巻５－６号Ⅰ88頁以下。
12 前掲注（11）新版注釈民法（３）212頁〔森田修〕。他方、割賦購入あっせ
ん一般に不可分一体性から抗弁の接続を常に認めることをためらう見解では、
信販会社加盟店であることが売買契約締結の理由でないことが挙げられている

（山下友信・判批ジュリ1038号155頁）。
13 前掲注（11）新版注釈民法（３）210頁以下〔森田修〕の整理によれば、①
公序良俗違反について知っていること、②目的・手段、原因・結果といった何
らかの客観的な関係という２つの要件の相関関係によって初めて無効が認めら
れる「無効の伝播」類型ではなく、複合的公序良俗違反ということになろう。
14 同日の名古屋高裁金沢支判昭和62年８月31日判時1279号22頁は、一般論とし
て、立替払契約の公序良俗違反無効の余地を認めた。
15 偽ブランド品等のマルチまがい商法の事案。
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実の認識を要求するものや16、第三者の認識の要素と密接関連性の要素とを相

関関係で判断するというものがあり、本件Ｙ社のように認識していなかった場

合とは差異がある17。そして、従来問題になった事案は、芸娼妓契約のほか、

無限連鎖講取引などといった取引当事者の利益のみならず社会全体への害悪が

問題となるような類型の事案であった。これに対し、本件のデート商法はとり

わけ本件の退去妨害類似、強迫類似の事案においては意思表示の瑕疵・不存在

と連続的に捉えられるような当事者の利益を第一に問題とするような類型であ

るといい得るため、同じ公序良俗違反とされても、無効の伝播を認める根拠は

従来よりも弱いといえよう。

　これに対して、信義則による処理は、最判平成２年２月20日判時1354号76頁

が、特段の事情として、特別の合意が存在する場合または信販会社が不履行に

至る事由を知っているもしくは知りうべきでありながら立替払いを実行した場

合には、「不履行の結果をあっせん業者に帰せしめる」ことを認めていること

による18。平成２年最判は抗弁の対抗が問題になった事案だが、判示の文言は

抗弁の対抗にとどまらず債務不履行責任としての既払金返還にも親和的な文言

となっている19。平成２年最判によれば、この場合の要件は、本件のように特

別の合意がない事案においては、公序良俗無効となる事由を知っていること、

16 都筑（2007）前掲注（11）文献25頁（最終的には動機の不法性の程度や不法
な動機との牽連性の程度との相関判断であるとはするが、最低でも不法の動機
の認識を相手方の認識の程度のスタートラインとしている）、34頁。これに対
して、前掲注（11）新版注釈民法（３）§90Ⅷ210頁〔森田修〕は、「乙契約の
みの当事者乙が、甲契約の公序良俗違反について知っていること」が「密接不
可分の関係」を基礎づける第１の要素であるとしているが、他方、第２の要素（乙
契約が甲契約の内容上、目的・手段、原因・結果といった何らかの客観的な関
係に立つこと）との相関関係で判断するとしており（森田修・新版注釈民法（３）
§90Ⅷ211頁）、かならずしも認識を要求するものではない。
17 前掲注（11）新版注釈民法（３）211頁〔森田修〕。
18 平成２年最判については、空クレジットの疑いのある事案であることが指摘
されており、射程を限定的に解釈すべきという意見もある（石川正美「クレジッ
ト取引に関する最高裁判決の問題点（中）」NBL470号［1991年］54頁）。
19 江頭憲治郎・商取引法〔第６版〕（2010年・弘文堂）134頁注５、鹿野・後掲
本件判批160頁。これに対して大阪地判平成18年９月29日 LEX/DB 25420797は
効果を抗弁の対抗に限定している。
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もしくは知りうべきでありながら立替払いを実行したこととなりそうである。

そして、いかなる場合が知りうべき場合に当たるのかといえば、加盟店管理調

査義務違反がある場合という言い換えがなされている20。

　以上の２つの法律構成の具体的結論に違いがあるかどうかは、両者を連続的

に捉えることができるのかそれとも断絶して理解するのかという問題とつなが

る21。無効の伝播論か複合契約論（信義則）か、さらには加盟店管理調査義務

20 山下友信〔判批〕ジュリスト1038号（1994年）156頁。
21 都筑満雄・複合取引の法的構造（2007年・成文堂）294頁は最判平成８年11
月12日民集50号10巻2673頁〔予定されていた屋内プール完成遅延によりスポー
ツクラブ会員契約と同時に販売されたリゾートマンションの区分所有権の売買
契約の解除まで認めた事案〕に代表される複合契約論と平成２年最判（最判平
成２年２月20日判時1354号76頁）に代表される消費者保護法理としての抗弁の
接続を別物として理解する。さらに都筑満雄「モニター商法と抗弁の接続―抗
弁の接続の新たな限界について―」三重大学法経論叢24巻１号（2006年）165
頁は、平成８年最判に代表される複合契約間の消滅影響如何のアプローチと芸
娼妓契約に代表される公序良俗無効の伝播とを別物とみている（裁判例が平成
８年最判を引用しているところ引用すべきは芸娼妓判決とする）。このように、
都筑は、①消費者保護法理としての抗弁の接続法理（平成２年最判に代表）、
②複合契約の消滅の影響法理（平成８年最判に代表）、③公序良俗違反無効の
伝播（芸娼妓判決に代表）をすべて別の法理として断絶させて理解している。
また、都筑の整理に既存の判例法理を当てはめると、消費者保護の要請のある
①アプローチのほうが、②アプローチよりも顧客保護の範囲が狭くなるので、
この分類法（類型論）が本当に妥当か疑問も残る。
　これに対して、神作裕之「割賦購入あっせんにおける抗弁権の接続と既払金
の返還」クレジット研究23号（2000年）85頁は、割賦購入あっせんにおける売
買契約の消滅が与信契約等の消滅等を導く場合の類型化として、売買契約が公
序良俗に反していた場合、意思表示の瑕疵により無効または取消の場合に無効・
取消の効力が与信契約等にまで及ぶ場合（都筑の整理では③のアプローチ）と
並べて、売買契約と与信契約等との間の牽連性が強く両者を経済的・法的に一
体と評価すべき例外的場合に割販法30条の４（当時。抗弁の接続のみ規定）適
用の結果、既払金の返還を認める類型（都筑の整理では①、②のアプローチ）
を提唱しており、少なくとも①と②のアプローチは統合して理解するようであ
るし、また同列に並べることで③のアプローチも統一的に理解する方向を示唆
していることがうかがえる（「類型論」というのは、類型同士が断絶するとい
うニュアンスよりも、売買契約が公序良俗違反無効・意思表示の瑕疵であれば
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違反をもって不法行為を成立させるかという法律構成の差異によって保護要件

が異なるとする22のは疑問がある23。試論ではあるが、契約の正当化根拠を、単

に当事者の意思や私的自治のみに求めるのではなく、社会的有用性24（効率性）

などといった（当事者の意思以外の）客観的な契約正義25に求めるという理解

与信等契約も消滅させるのに対して、瑕疵担保や通常の債務不履行である場合
には与信契約等は消滅させない、といった形で、予見可能性・法的安定性確保
の観点から結論を類型的に提示すべきという意味であろう）。
22 都筑（2007）前掲注（21）文献327頁によれば、特定の取引についてのリス
クの転嫁までを含む消費者保護法理としての抗弁の接続と広く複合契約におけ
る契約間の影響関係一般を扱う複合契約を「別」のものとして両法理の共存を
図ることを示唆する。
23 山本敬三・公序良俗論の再構成（2000年・有斐閣）289頁は、基本権保護型
公序良俗の問題と不法行為法上の「違法性」ないし「過失」の問題は、いずれ
も基本権をその侵害から保護すべきかどうかが問題となっている点で変わりは
ないとして、保護の内容が同じである限り、両者で判断を異にすることは許さ
れないとする。潮見佳男「規範競合の視点から見た損害論の現状と課題（２）」
奥田昌道編・取引関係における違法行為とその法的処理－制度間競合論の視点
から（1996年・有斐閣）23頁、松岡久和「原状回復法と損害賠償法」奥田編・
前掲書59頁以下、潮見佳男・契約法理の現代化（2004年・有斐閣）３頁以下、
山本敬三「民法における動的システム論の検討」法学論叢138巻1=2=3号（1996
年）208頁以下参照。
24 都筑（2007）前掲注（21）文献161頁は「契約というものは社会に生きる個
人の本質的欲求を満たしうる財産とサービスの交換の仲介というその社会的有
用性によって拘束力を与えるものである。そしてこの契約の機能は、拘束力に
よって秩序と安定が与えられることで将来の予見が可能になり、ここで生ずる
信頼の土壌の元で始めて（ママ。筆者注）発揮されるものなのである」として
おり、非常に功利主義・帰結主義に親和的なニュアンスで社会的有用性概念を
用いている（参照。山田八千子・自由の契約法理論［2008年・弘文堂］４頁以下、
山本［2000］前掲注（23）文献30－31頁）。ただし、都筑自身は契約の拘束力
の根拠を単純に意思のみに求めるのではないという根拠論のパラダイム転換に
ついては「現代契約法学の展開全体を受け止めたものでなければならず、この
問題は今後の課題として残される」（185頁）としてこの議論にコミットするこ
となく結論を留保している。
25 大村敦志・公序良俗と契約正義（1995年・有斐閣）370頁。ただし、同書は
そのタイトルと異なり、かならずしも「契約正義」による契約の効力の正当化
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の下、契約正義（社会的有用性）実現の手段として暴利行為論という法律構成

と契約の性質決定26という法律構成とがあると位置付け、さらに後者は複合契

約規制の契約形式の組み換え27と共通し、契約形式の組み換えの実例として複

合契約論の信義則による処理があると捉えれば、これらの法律構成は、すべて

同一の法益保護を目的とするものであることになるので、規範評価は矛盾すべ

きでないことになろう。このように理解すれば、法律構成の違いによって結論

に差が生じるべきではないことになろう。

　これに対して、新たに「契約の失効論」を採用したかにみえる本判決は、与

信業者Ｙが公序良俗違反事実について「販売業者Ａについて消費生活センター

からクレームが付いていることを、本件クレジット契約締結当時、全く窺えな

いわけではなかった」との判断がなされているものの、他方、不法行為責任を

否定する判示において、加盟店管理調査義務違反を否定し、その際に、「斡旋

業者が、販売業者の社会的に著しく不相当な販売行為を知り、あるいは容易に

知り得」る場合ではなかったことを認定している。それにもかかわらず契約の

失効を用いて信販会社に既払金返還を認めた本判決は、この意味で、従来の裁

判例・学説よりも要件を緩めて保護を強化した判決ということができる。それ

では、このように本判決が保護を拡大した理由を「契約の失効」論それ自体に

求めることができるかというと定かではない。「契約の失効」論が保護を図る

利益が、社会的有用性等の様に、暴利行為論（無効の伝播）や契約の性質決定

と同一であるならば、保護の範囲はむしろ従然の法律構成と同一であるべきで

あろう。本判決が、保護を強めた理由として本判決自身が述べているところで

は、本件クレジット契約による三者間取引に対して本判決が「本来売買が購入

者と販売業者の二者間取引であったもの」（判時126頁第３段）、「本来は、一体

的な関係にあったのであるから、売買が無効等になる場合には、できる限りそ

を詰め切れておらず（同書・370頁には「現時点では後者（＝契約正義。本稿
筆者注）の一般論に結論を出すわけにはいかない」とある）、契約正義概念に
本格的に取り組むのは「『脱法行為』と強行規定の適用」、「典型契約論」（大村
敦志『典型契約と性質決定』で単行本化）の二つの論文に展開され、公序良俗
と契約正義は「研究の出発点」にすぎないとされている（大村敦志・公序良俗
と契約正義［1995年・有斐閣］ⅱ頁）。
26 大村敦志・典型契約と性質決定（1997年・有斐閣）352頁。
27 山田誠一「『複合契約取引』についての覚書（２・完）」NBL486号（1991年）52頁。
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のことを反映して、代金支払いのための制度であるクレジット契約の効力が扱

われるべきは当然である」（判時126頁第４段）、「売買の無効を是正するためには、

代金支払いのための法律関係にも売買の無効をできる限り反映させるべき要請

が存在するというべき」というように、二当事者間の売買契約において認めら

れる救済方法をベースラインとして強く意識している点がうかがえる。このよ

うな判示は、少なくとも平成２年最判以降には採用されておらず、このような

思考を背景に本判決が従前の裁判例よりも保護を強めたということができる。

　このように考えると、契約の失効論といった法律構成はあまり関係なく、む

しろ、二当事者をベースラインにするか否かこそが問題であり、この点こそ本

判決が先例と異なった結論を採用した第一の理由であると考えられる。そして、

売買契約の当事者の利益を考えれば本判決の一般論は支持し得るが、信販会社

の利益も考えると、信販会社の与信によって売買契約の当事者にとっても従前

では実現できない売買契約の達成という形で利益を受けている以上、売買契約

のみを基準に考えるわけにはいかない。そして、まさにこの点について判断し

た平成２年最判の採用した利害調整のラインを積極的に変更すべき追加的理由

も見出しがたい28。このように考えると、本判決の理由付けの当否は平成２年

28 平成２年最判に対しては保護要件が狭すぎることが批判されている（執行秀
幸「判批」リマークス1991（下）75頁以下、千葉恵美子「判批」民商103巻６
号124頁以下、同「判批」セレクト90年24頁、本田純一「判批」法セ435号114頁、
吉川栄一・商法〔総則・商行為〕判例百選（第３版）124頁以下、長尾治助「商
品購入代金の立替金払契約上の抗弁問題と信義則」ジュリスト973号50頁以下）。
石川（1991）前掲注（18）文献54頁以下によると平成２年最判の事案は空クレ
ジットの疑いの非常に強い事案であり、判決の一般論も、このような空クレジッ
トの疑いの非常に強い事案に限って適用すべきと射程をかなり限定して理解す
る。ただし、平成２年最判は、「あっせん業者において販売業者の不履行に至
るべき事情を・・・知りうべき場合」において購入者の保護を認める判決であ
り、多くの論者が主張する加盟店管理調査義務も、この「知りうべき場合」と
して観念することもできる（山下［1994］前掲注（20）文献156頁）。仮に、判
例の立場に対して批判があるとすれば、この「知りうべき場合」の認定が厳格
すぎること（最判平成13年11月22日判時1811号76頁等参照）に向けらるべきで
あり、判例の一般論に対してではないのではなかろうか。とすれば、本判決に
おいても、最判平成２年の枠組みを積極的に変更するよりも、「知りうべき場合」
の柔軟な認定で解決すべき問題だったのではあるまいか。
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最判の一般論の当否という従前から検討されてきた問題を蒸し返しているだけ

ではなかろうか。肯定的な表現をすれば、批判の強い平成２年最判に対して、

判例違反となる正面からの批判は避け、裏口から平成２年最判を取り崩そうと

したのが本判決の「契約の失効」論ということになろう。

　さらに言えば、本事案の解決として、このように先例と異なる一般論を採用

する必要があったのか疑問がある。本判決は加盟店管理調査義務違反の認定の

際に、知りうべきであることを否定したが、実際の認定は微妙である。むしろ、

消費生活センターへの苦情等の情報を確認すべきであったとの形で過失（加盟

店管理調査義務違反）を認定してしまってよかったのではあるまいか。加盟店

管理調査義務違反を不法行為と捉えれば、本判決の公序良俗違反無効との間に

は、弁護士費用の負担の有無に違いがあり、本判決はこの微妙な差異に配慮し

て判決を下したのであろうが29、説得力にはやや疑問がある30。

29 ただし、不法行為を認定することは、単に損害賠償額の問題ではなく、「贖
罪（償い）」の意味、転じて加害者にスティグマを課すという意義もありえ（潮
見佳男・不法行為法［1999年・信山社］263頁以下、吉田邦彦・不法行為等講
義録［2008年・信山社］13頁以下）、被害者への経済的救済は認めるべきであるが、
加害者に「贖罪」まで課すべきではないとの判断によれば、加盟店管理義務違
反の認定に謙抑的であることは理解できる。
　他にも「贖罪」とはやや異なるが、不法行為に正義論の視覚を取りこんだも
のとして棚瀬孝雄「不法行為法の道徳的基礎」同編著・現代の不法行為訴訟（1994
年）３頁以下、吉田邦彦「法的思考・実践的推論と不法行為『訴訟』」同・民
法解釈と揺れ動く所有論（2000年・有斐閣）220頁以下［初出：ジュリスト997
号58頁以下、998号87頁以下、999号87頁以下（1992年）］、浅野有紀「不法行為
法と矯正的正義（１）（２）」法学論叢136巻１号（1994年）32頁以下、137巻４
号（1995年）42頁以下等がある。
　しかし、正義論や矯正的正義を強調する見解は、不法行為法（ないし不法行
為「訴訟」）の目的として単に抑止の観点にとどまらないものがあることを指
摘はしているものの、本判決のように、公序良俗違反と比較しても不法行為に
は「贖罪」の意義が強いといえるのか、公序良俗違反を認定された方がスティ
グマは強いのではないか、等を考えると、やはり、本判決で公序良俗違反を認
定するのに不法行為を否定する理由として「贖罪」・スティグマの観点で説明
がつくかどうかは疑問である。
　他にも、不法行為と公序良俗違反無効との差異として、①不法行為であれば
販売会社の不法行為責任と信販会社の不法行為責任を共同不法行為と構成する
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　なお、本判決後にデート商法に関連する信販会社への立替払金債務が問題と

なった大津地裁長浜支判平成21年10月２日消費者法ニュース82号206頁では、

既払金返還を認める際に、加盟店（正確には加盟店が信販会社との加盟店契約

に違反した信販会社の承認のない加盟店の代理店）を消費者契約法５条１項の

媒介の委託を受けた者として、消費者法４条の適用を認め、加盟店の店員によ

るデート商法上の発言を「重要事項」（消費者契約法４条）について事実と異

なる説明をしたとして意思表示の取消を認めた。このように、加盟店を信販会

ことで信販会社の責任の範囲（因果関係〔相当因果関係の用語を嫌う平井宜雄・
債権各論Ⅱ〔1992年・弘文堂〕201頁の用語法によれば関連共同性〕）を信販会
社の入る以前の取引損害にまで拡大させることができるという点、②立替金債
務支払のために商品を転売した場合に無効であれば同時履行の抗弁権によって
救済が阻害されるおそれ、③将来の事案に慰謝料・拡大損害の責任肯定の余地
を残しておく点等の違いもある（得津晶・判批ジュリスト1379号〔2009年〕128頁）。
　しかし、①の点については、共同不法行為であるとしても加盟店管理調査義
務違反という過失類型に第三者与信契約が必要になる以前の販売業者と購入者
との間の純粋な二当事者間の売買契約の無効の責任についてまで事後に関与し
た与信業者に責任を課すことがそもそも妥当なのかという疑問がある。②につ
いては、すでに引き渡した商品については不法原因給付（民法708条）として（他
方、当然、既払金については不法原因給付性を否定する。最判昭和29年８月31
日民集８巻８号1557頁は民法708条を無効主張者と受益者との悪性の比較の問
題としており、一方に不法原因給付が認められれば、反対債務は不法原因給付
に該当しないということになろう）、同時履行の抗弁権はそもそも発生しない
と考えることも可能である。③の点については、本判決のほか、大阪地判平成
20年１月30日判時2013号94頁〔呉服過量販売〕、倉敷簡判平成20年４月25日消
費者法ニュース76号213頁〔健康食品販売〕で問題になっているが、不法行為
責任であることから慰謝料請求を常に認めなくてはならないわけではなく、不
法行為の成立を肯定した上で慰謝料を否定するという解決をとればよく、不
法行為責任を頭ごなしに否定する必要はない（大阪地判平成20年４月23日判時
2019号39頁参照）。
30 大阪地判平成20年４月23日判時2019号39頁は公序良俗違反無効に加えて不法
行為責任を肯定している。ただし、本判決のように公序良俗違反無効を認定し
たことで、もはや損害は存在しないという（やや概念法学的な）理解をするの
であれば、不法行為責任は民法709条の要件を満たさない以上成立しないとい
う理解も十分に成り立つ。
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社の「媒介」（消費者契約法５条）とし、デート商法上の発言を消費者契約法

４条違反とする31法律構成が、今後のデート商法事件に用いられる法律構成の

一つに加わるものと思われる。加盟店を信販会社の媒介委託（消費者契約法５

条１項）として加盟店の行為態様を基準に立替払契約に直接消費者契約法４条

を適用していくという手法はデート商法以外の事案において近時の裁判例でも

みられるところである（東京地判平成21年６月19日判時2058号69頁32）。この

ような手法であれば、複合契約における無効の伝播論、信義則論や本判決の契

約の失効論といった法律構成に頼ることなく、広く消費者保護を図ることがで

きるように見える。だが、加盟店を媒介と見ることができる場合には一定の限

界があるであろうし33、消費者契約法４条の「重要事項」は売買契約ではなく

立替払契約を基準に認定することから、売買契約における販売態様の問題性が

立替払契約の重要事項と認定できるのは、従前の法律構成において要求されて

きた密接不可分性や信販会社の認識などが要求されることとなり実質的な判断

基準はやはり変わらないのではあるまいか。仮に、販売契約の行為態様の問題

性がすべてそのまま信販会社との立替払契約に及ぶとすれば、加盟店管理調査

義務を無過失責任とするに等しく、そこまでの政策判断を消費者契約法に読み

31 ただし、平成21年長浜支判では、問題となった立替払金契約は、以前の別会
社に対する立替払金契約の解約に必要である、ないし、以前の別会社との立替
払金契約を解約するとの虚偽の説明を行っており、重要事項の不実告知（消費
者契約法４条１項１号）を認定しやすかったという事情があり、長浜支判以外
のデート商法の事案でどこまで単純な恋愛関係内部の問題にとどまらない契約
法・法律行為法的な要件事実への認定が容易な事情を裁判所が認定できるかは
今後の課題であろう。
32 包茎手術等における医療機関担当者が医学的に一般に承認されていない術式

（亀頭コラーゲン注入術）をその旨の告知をしなかったことが不利益事実の不
告知（消費者契約法４条２項）に該当するとした事案。ただし、当該事実の不
告知が、手術の医療契約にとどまらず、立替払金契約にとってまで「重要事実」
ないし「不利益事実」に該当するのかは判断に疑問の余地がある（判時2058号
71頁匿名コメント参照）。
33 例えば、寝具や着物の展示会取引においては信販会社から従業員が出張し、
加盟店の販売契約とは別に信販会社従業員の待機する場所に消費者が赴いて立
替払契約を締結するのが通常であり、このような場合に、加盟店を信販会社の
媒介とみることはできないであろう。
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込むことができるのかは問題である34。

Ⅳ．今後の課題

　平成20年６月割賦販売法改正により、訪問販売など特定商取引に該当するよ

うな場合に限って35、過量販売、一定の事実の不告知等について意思表示の撤

回権・既払金返還制度（割販法35条の３の13－16）などが導入された36。本件

34 信販会社の加盟店管理調査義務を無過失責任とした場合、信販会社は加盟店
の債務について保証人となることになり、信販会社は立替払金債務に含まれる
手数料に保険料まで含むこととなり、加盟店が非常に限定されるもしくは信販
会社の手数料が増大することから第三者与信を用いた売買契約（信用購入あっ
せん）を利用する機会を消費者から奪うことになりかねない。このような結果
が社会的に望ましいか否かは判断の分かれるところである上、このような結果
まで割賦販売法が定めているということは現在の割賦販売法からはできないの
ではあるまいか。
35 特定商取引に限定されていることは批判が強く、政治的妥協と評価されてい
るが（島川勝「特定商取引法・割賦販売法改正法案の問題点―特に共同責任に
ついて―」消費者法ニュース76号［2008年］208頁）、本件のような展示会取引
が店舗取引として適用除外であるとしても、消費者契約法５条、４条の解釈に
よる対応が示唆されている（池本誠司・消費者法ニュース76号207頁）。
36 改正の経緯は、2007年12月10日に産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小
委員会報告書が〈既払金の返還ルール〉の必要性を提唱（報告書９－10頁）し、
その後、2008年６月の割賦販売法改正で与信契約の取消権（共同責任規定）を
創設した（割販法35条ノ３ノ13 ～ 35条ノ３ノ16。特に35条ノ３ノ13第４項）（松
田洋平 = 乃田昌幸 = 戸塚悠二 = 小山綾子「法令解説・悪質商法への抜本的対策」
時の法令1824号（2008年）26－27頁、池本誠司「特定商取引法・割賦販売法改
正が実現！」消費者法ニュース76号（2008年）207頁、島川勝「特定商取引法・
割賦販売法改正法案の問題点―特に共同責任について―」消費者法ニュース76
号（2008年）208頁以下）。
　産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、委員長が山本豊で委員
は全17名。うち、学者８名（法律学７名〔民法・消費者法３名、情報法〈公法〉
２名、商法１名、刑法１名〕、経済学１名）、業界団体５名（信販会社４名、販
売業者１名）、消費者団体３名、弁護士１名（日弁連消費者問題対策委員会委員）。
報告書は available at, http://www.meti.go.jp/report/data/g71210aj.html.
　また、割賦販売報告書と同日に特定商取引小委員会報告書（産業構造審議会
消費経済部会特定商取引小委員会報告書（平成19年12月10日））も公表され、
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のようなデート商法においてはファミリーレストラン（本件）や事務所内（平

成21年長浜支判）に同行して取引する等、訪問販売（特定商取引法２条１項２

号）に該当することから、今後は、平成21年12月１日から施行された改正割賦

販売法が活用されることとなろう。この場合にも、どのような事実の不実告知

が「購入者・・・の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」（割賦販売法

35条の３の13第１項６号等）に該当するのかという問題が残り、この認定には

従前の法律構成による密接関連性等の議論が参考になろう。

　また、「債権法改正の基本方針」は、一方では複数の法律行為の無効【1.5.50】、

契約の解除【3.1.1.81】を、他方では第三者型与信契約における抗弁の接続

【3.2.6.D】【3.2.6.10】を提案している、本稿でも提示した、無効の伝播論と信義

則論さらには同一当事者間の複合契約の解除の要件及び効力の範囲の関係は今

後の課題となる37。

　債権法改正の基本方針によれば、複数の法律行為の無効【1.5.50】は「法律

行為の無効」に限定されており、債務不履行解除のような場合には及ばない。

他方、契約の解除【3.1.1.81】は当事者が同一である場合に限定され、本件の

ような第三者与信型取引には及ばない38。第三者型与信契約における抗弁の接

続【3.2.6.D】【3.2.6.10】については、そもそも規定を民法中に置くか否かの点

で争いがある上39、効果が抗弁にとどまり、既払金の返還には及ばない。

　このような仕分けはカテゴリカルに過ぎるとも感じるが、「債権法改正の基

本方針」によれば、従来の説明義務違反の類型の多くが消費者契約法を経ずに

民法の法律行為無効に関連して扱われることから40、【1.5.50】の「無効」が「取

そこでは訪問販売であるが〈過量販売の取消〉が提案され、平成20年改正特定
商取引法・割賦販売法によって導入された（特定商取引法９条の２、割賦販売
法35条の３の12）。
37 民法（債権法）改正検討委員会「債権法改正の基本方針」NBL904号（2009年）
344頁【3.2.6.D】〔提案要旨〕参照。
38 民法（債権法）改正検討委員会編・詳解債権法改正の基本方針Ⅱ－契約およ
び債権一般（１）（2009年・商事法務）323頁。
39 民法（債権法）改正検討委員会（2009）前掲注（37） 344頁【3.2.6.D】〔提案要旨〕、
民法（債権法）改正検討委員会編・詳解債権法改正の基本方針Ⅳ－各種の契約

（１）（2010年・商事法務）403頁。
40 債権法改正の基本方針【1.5.15】、【1.5.18】【1.5.19】等参照。
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消」も含むと解釈し、後は「密接な関連性」及び「当事者がこれと密接に関連

する他の法律行為をしなかったであろうと合理的に考えられるとき」を柔軟に

認定できるのであれば、【1.5.50】のカバーする範囲は相当に広く、これのみで

本件のような事例の解決には足りる。反面、効果が抗弁の接続にとどまる

【3.2.6.D】【3.2.6.10】は、特別法のように判断の容易な類型的要件が置かれない

かぎり、取り立てて存在意義は乏しいと思われる41。

　また、第三者与信契約の事例における販売業者の資力（無資力）の問題等は

法律行為論の【1.5.50】では拾いきれないのではないか42とも思われるが、そも

そも販売業者の通常の資力・支払能力の問題まで信販会社に保証させるとなる

と、信販会社との与信契約には常に保険（Credit default swap 類似の保険）

とセット販売・購入を強制されることになり、このような立法政策が社会的に

望ましいとも、広く消費者の利益に適うともいえないのではないか（前注（34）

参照）。

※本判決の先行評釈として鹿野菜穂子・金判1336号158頁がある。

41 【3.2.6.D】は抗弁の接続の一般規定を考える際に前述した平成２年最判との関
係を強調するようであるが（民法（債権法）改正検討委員会［2010］前掲注（39）
文献403頁）、前述したように平成２年最判は「不履行の結果をあっせん業者に
帰せしめる」ことを認めているものであり、既払金返還をも認めるものと読め
るものである（江頭［2010］前掲注（19）文献134頁注５、鹿野・後掲本件判
批160頁）。【3.2.6.D】は、平成２年最判のみならず、割賦販売法に置かれている
抗弁の接続の特別規定の基礎となる考え方を示すものでもあることから（民法

（債権法）改正検討委員会［2010］前掲注（39）文献405頁）一概には言えないが、
抗弁の接続に効果を限定する立法が一般規定としてなされることは、最判平成
２年の解釈・射程を不当に抗弁の接続に効果を狭めることにつながりかねない
という懸念がある。慎重な配慮が期待されるところであるが、そもそも抗弁の
接続に限定した一般規定の創設自体に疑問がある。
42 ただし、呉服のモニター商法の事案で破綻必至の販売形態を採用している販
売業者の将来における破綻の確実性を要素の錯誤とした裁判例として東京地判
平成21年10月26日消費者法ニュース82号179頁がある。ただし、破綻必至のモ
ニター商法はマルチまがい商法と同様、公序良俗に反するものとして信販会社
への既払金返還については無効の伝播論で処理すべきであり、【1.5.50】で処理
可能な事案であったと解される。



民事判例研究（２）

［146］北法61（2・127）671
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